
兵庫県川西市 
 

1. 事業内容 
担当課等 商工農林労政課 

TEL：072-740-1162 FAX：072-740-1332 
助成事業名 ・工業所有権取得補助事業 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 ・市内において引き続き 3 年以上事業を営み、新技術の開発を行い、工業所有権（特

許権、実用新案権、意匠権、商標権）を出願取得した中小企業者 
助成内容 ・企業経営基盤の確立を図るために、新技術の開発を行い、工業所有権を取得した

場合の費用の一部を補助 
助成期間 ・会計年度内 
助成金額、補助率 ・補助率：特許庁納付手数料、弁理士費用、報償金等の 50％以内 

・補助限度額：年額 28.5 万円 
産業財産権の帰属 ・申請事業者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・例年 10 月末までに申請。ただし登録料納付後 3 ヶ月以内 
審査（選考）方法 ・書類審査 
申請に係わる必要

書類等 

・中小企業振興事業計画書 

支払い方法等 ・請求書に基づく振込 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額  2009 年：1 件、28.5 万円 

 2010 年：0 件 
応募件数  2009 年：1 件 

 2010 年：0 件 
事業予算規模  中小企業振興事業補助制度全体としての予算 
パンフ等の有無  特になし 
 

5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等 ・特になし 
 

6. 今後の計画・予定等 
計画・予定等 ・変更なし 
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